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皆さん、「行政相談」をご存じですか？
「行政相談」とは、国の行政機関やNTT、道路公団などの特殊法人
などの仕事について、皆さんの苦情や要望をお聞きし、その解決の促
進を図る制度です。
例えば、次のような内容の相談です。
○年金の支給が遅れているので困っている。
○国道の街灯などの設備が損壊しているので修復をしてほしい。
○国の窓口の職員の対応が横柄なので嫌な思いをした。
○行政への申請手続きが分からないので教えてほしい。
皆さんからの相談を受け付けるのが「行政相談委員」です。町では、
加藤司郎さんが総務大臣から委嘱されています。
相談は、毎月第 3 水曜日の午後 1 時から 3 時まで福祉会館で開設す
るほか、自宅（県町105 387-2793）でも随時受け付けています。秘密
は固く守られますので、お気軽にご相談ください。

交通事故・詐欺など被害にあったのに、検察官がその事件を裁判に
かけてくれない。どうも納得できない。このような人のために、検察
官のした処分が正しかったかどうかを審査する機関として「検察審査
会」があります。
検察審査会では11人の審査員がこの審査をします。審査員は、選挙権
を持っている皆さんの中から「くじ」で選ばれることになっています。
あなたもいつか審査員に選ばれることがあるかもしれません。審査

員に選ばれたときには、住民の代表としてこの仕事にご協力をお願い
します。
なお、詳しいことをお知りになりたいかたは、下記の検察審査会に

お問い合わせください。
岐阜市美江寺町 2 丁目 4 番地の 1 岐阜地方裁判所内
岐阜検察審査会事務局　 262-5121

任期満了に伴う町長選挙が、次
の日程で執行される予定です。
【告示日】6 月17日（火）
【投票日】6 月22日（日）
【投票時間】

午前 7 時～午後 8 時

立候補予定者説明会
5月26日開催

6 月22日執行予定の町長選挙に
立候補を予定しているかたの説明
会を開催します。
【日　時】

5 月26日（月）午後 1 時30分～
【場　所】

役場 2 階　第 1 会議室

笠松町長選挙
6月22日執行予定

春の行政相談週間 5月19日（月）～25日（日）

検察審査員に選ばれたらご協力を！

展 示
5月17日（土）10:00～17:00
5月18日（日） 9:30～16:10

開催日 5月17日（土）
5月18日（日）

開催場所 中央公民館

テーマ 『山』
5月18日（日）10:00～16:10

5月17日（土）13:15～13:45

水彩画 油絵 日本画 写真 盆栽
短歌 俳句 川柳 いけ花 工芸 書
四町文化協会交流出展あり

合唱 バンド演奏 民謡 大正琴 詩吟
箏 着付 朗読 歌謡舞踊 日本舞踊

公開読書会 17日（土）14:00～16:00
本の交換会 17日（土）10:00～13:30
呈茶席（要呈茶券） 18日（日）10:00～15:00
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